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伊 賀 市 



１ 任免等に関する状況 
 （１）新規採用者数 
    職員の採用は、行政需要の動向や退職者数などを考慮して行っています。平成 20 年度中に実

施した職員採用試験及び選考の状況は次のとおりです。 
①競争試験                                 （単位：人） 

 第１次試験 第２次試験  

職 種 
採用予

定数 
申込者数 うち 

女性 

受験者

数 

うち 

女性 

受験率

（％）

合格者

数 

うち 

女性

競争率
受験者

数 

うち 

女性

受験率 

（％） 

最終合

格者数 
うち 

女性

競争率

行政事務・

上級 
５５ １９ ４９ １９ ８９．１ １１ ６ ４．５ １０ ６ ９０．９ ７ ６ ７．０

行政事務・

初級 

８人 

程度 

１２ ６ １２ ６ １００．０ ５ ０ ２．４ ４ ０ ８０．０ １ ０ １２．０

行政事務・

上級（身障

者対象） 

３ １ ３ １ １００．０ ０ ０ - - - - - - -

行政事務・

初級（身障

者対象） 

 

１人 

０ ０ - - - - - - - - - - - -

行政事務・

上級（民間

経験対象） 

１人 ３ ０ ３ ０ １００．０ ２ ０ １．５ ２ ０ １００．０ １ ０ ３．０

保育士 １人 １４ １１ 

保育士（追

加） 

１人 

程度 
１ １ 

１５ １２ １００．０ ５ ５ ２．４ ５ ５ １００．０ ２ ２ ７．５

消防士 

・上級 
１２ ０ １２ ０ １００．０ ４ ０ ３．０ ３ ０ ７５．０ ３ ０ ４．０

消防士 

・初級 

６人 

程度 

１９ ０ １６ ０ ８４．２ ８ ０ ２．０ ６ ０ ７５．０ ４ ０ ４．０

消防士・救

急救命士 
１人 ７ ０ ６ ０ ８５．７ ２ ０ ３．０ ２ ０ １００．０ １ ０ ６．０

薬剤師 

 
１人 ２ ０ ２ ０ １００．０ ２ ０ １．０ ２ ０ １００．０ １ ０ ２．０

行政事務・

（身障者

対象） 

１人 

程度 
５ ３ ５ ３ １００．０ ２ １ ２．５ ２ １ １００．０ ２ １ ２．５

保育士 
１人 

程度 
１５ １３ １４ １３ ９３．３ ３ ３ ４．７ ３ ３ １００．０ ２ ２ ７．０

消防士 

・上級 
１２ ０ １１ ０ ９１．７ １ ０ １１．０ １ ０ １００．０ ０ ０ ―

消防士 

・初級 

３人 

程度 

１０ ０ ９ ０ ９０．０ ４ ０ ２．３ ４ ０ １００．０ ２ ０ ４．５

 



②選考             （単位：人） 
職   種 採用者数（うち女性） 

教育公務員 １（0） 

医師 ４（0） 

看護師 ７（7） 

 
③昇任試験（消防士）の状況 

   平成 20 年度に実施した消防士にかかる昇任試験の実施状況は下表のとおりでした。 

                                     （単位：人）   

試験の種類 受験者数 合格者数 合格率 

消防司令補昇任試験 ２４ １７ ７０．８％

消防士長昇任試験 １５ １４ ９３．３％

 

（２）再任用の状況 

    高齢者の豊かな知識と経験を活用するため、条例に基づき再任用制度を実施しています。 
    平成 21 年 4 月 1日の職員の再任用状況は次のとおりです。 

  （単位：人） 
区   分 フルタイム勤務 短時間勤務 合   計 

市長部局等 ４ 0 ４ 

消防部局  0 0  0 

教育委員会 ２ 0 ２ 

水道部局  0 0  0 

合   計 ６ 0 ６ 

※ 市長部局等・・・市長部局、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局のこと（以下同様） 

（３）退職者数 
    平成 20 年度（平成 20 年 4 月 1日～平成 21 年 3 月 31 日）の退職状況は次のとおりです。 

区  分 定年退職 勧奨退職 普通退職ほか 合  計 
市長部局等        22 17 15 54 

消防部局  1  2  2 5 

教育委員会  5 1 3 9 

水道部局    2 1 0 3 

合   計 30 21 20 71 

 
 
 
 
 
 
 



 （４）定員適正化の状況 
   職員数の適正化については、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げる

ようにしなければならないという地方自治法の基本理念に則り、地方公共団体の自らの権限と責任におい

て行わなければならないものです。 

   伊賀市では、人件費の抑制を進め、健全な財政運営への道筋をつけることは、最優先しなければならな

い重要な事項であり、より少ない経費でより大きな成果をあげることができる組織機構の構築と適正な職員

数の管理による合併メリットの実現のために、平成 18 年 3 月に平成 17 年度から 10 年間の定員適正化計

画を策定しました。計画では、消防部門、公営企業等部門を除き、一般行政部門及び教育部門を対象とし、

平成 27 年 4 月 1 日までの 10 年間で、最大 230 名を削減目標としています。 

なお、平成１７年４月１日から平成２１年４月１日までの間では、８６人削減する計画となっていますが、実

際には他の部門への人員の異動などを含めて、142 人を削減する結果となりました。 

 

定員適正化の年次別計画 

年月日等 
年 次 別 の 計 画 （ 予 定 数 ） 

区  分 

16.11.1 

実数 

17.4.1 

実数 
18.4.1 19.4.1 20.4.1 21.4.1 22.4.1 23.4.1 24.4.1 25.4.1 26.4.1 27.4.1

消防を除く普通 

会計の計 1,040 1,024 999 988 969 938 913 884 864 842 819 794

前年度退職者 

（普通会計）     34 15 26 41 33 39 27 30 34 37

採用予定者数     9 4 7 10 8 10 7 8 11 12

削減数 

（２３０名の内訳）     25 11 19 31 25 29 20 22 23 25

※前年度退職者の数は、19.4.1 以降は定年退職者及び再任用期間が満了する者のみを計上しています。 

※採用予定者数は 25.4.1 までは 1/4 採用、26.4.1 以降は 1/3 採用を原則としますが、確定値ではありません。 

 

定員適正化計画の進捗状況 

年月日等 
年次別の計画（予定数） 

区  分 

16.11.1 

実数 

17.4.1 

実数 

18.4.1 

実数 

19.4.1

実数

20.4.1

実数

21.4.1

実数
22.4.1 23.4.1 24.4.1 25.4.1 26.4.1 27.4.1

消防を除く普通 

会計の計 1,040 1,024 993 969 914 882 870 850 836 817 793 774

前年度退職者 

（普通会計）     36 37 59 49 15 25 18 24 30 24

採用予定者数     9 7 12 18 3 5 4 5 6 5

会計間調整等

による増減   4 △6 8 1    

削減数   31 24 55 32 12 20 14 19 24 19

削減数累計     31 55 110 142 154 174 188 207 231 250

 

 



 （５）障がい者の任用状況 
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨に則り、障がい者がその能力に適合した職業に就

く機会を保障するとともに、市内企業等に対する指導的役割を果たす必要があることを考慮し、

伊賀市では行政事務職員の採用について身体障がい者枠を設けています。平成 20 年度の合格者

は 2名でしたが、今後も一層の雇用の確保に努めます。 
   平成 21 年 6 月 1日現在の障がい者の任用総数及び雇用率は以下のとおりです。 
 

区分 市長部局 教育委員会 水道部局 
障がい者雇用者数（人）   9  0      0 

雇用率（％） 1.10    0       0 

                                      ※法定雇用率は2.1％です。 

 
 （６）女性職員の登用状況 
    男女共同参画の観点から、女性職員の積極的登用を図っています。 
    平成 21 年 4 月 1日現在の女性職員の登用状況については以下のとおりです。 

  女性管理職の内訳 
区分 

管理職 
総 数 
（人） 

うち女性 
（人） 

女性の割合 
（％） 

部長級（参事を

含む） 

課長級（室長・副参

事を含む） 

市長部局等 157 54 34.4 3 51

消防部局 14 0 0.0 ― ― 

教育委員会 22 3 13.6 1 2

水道部局 6 0 0.0 ― ― 

合計 199 57 28.6 4 53

 

（※医師を除く） 

 



２　給与及び職員数の状況

１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

区　　分 住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率 （参考）

　　　　　（20年度末） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ 19年度の人件費率

20年度
人　 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

96,357 42,186,778 766,256 9,864,735 23.4 24.2

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A 　　 一人当たり給与費

20年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

1,095 3,940,963 819,797 1,686,410 6,447,170 5,888

（注１）１　職員手当には退職手当を含まない。
  　    ２　職員数は、平成２０年４月１日現在の人数である。

（注２）数値の入っていないところについては現在未確定です。確定次第掲載しますのでご了承ください。（以下同じ。）

(3) 特記事項

なし

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

(5)給与改定状況

なし
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２１年４月１日現在）

　　 ①一般行政職

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国ベース）

伊賀市 41.7 歳 318,537 円 395,332 円 357,385 円

三重県 歳 円 円 円

国 41.5 歳 325,521 円 - 円 391,770 円

類似団体 歳 円 円 円

②技能労務職

　　

区　　　分

公　　務　　員

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 平均給与月額

（Ａ） （国ベース）

伊賀市 48.6 歳 150 人 273,077 円 311,277 円 293,897 円

う ち 清 掃 職 員 47.1 歳 24 人 277,913 円 353,910 円 308,174 円

うち給食調理員 49.5 歳 51 人 277,425 円 297,269 円 297,009 円

う ち 用 務 員 49.8 歳 25 人 262,756 円 304,874 円 278,375 円

う ち そ の 他 47.7 歳 50 人 271,337 円 297,828 円 290,578 円

国 49.2 歳 4,429 人 285,548 円 - 円 322,737 円

類似団体 歳 人 円 円 円

（参考：民間データ）

職種 平均年齢 平均給与月額

廃棄物処理業従業員 44.2 歳 299,900 円

調理士 41.3 歳 260,500 円

用務員 54.5 歳 214,000 円

※民間データは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」において公表されているデータを使用している。

※数値については、平成18年～20年の3ヵ年平均である。
※平均給与月額等については、民間データはパート・アルバイト労働者を含んでいる。
※業務内容、雇用形態（年数）等において完全に一致しているものではない。

　　 ③教育職（幼稚園教諭）

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

伊賀市 39.1 歳 309,850 円 340,968 円

三重県 歳 円 円

類似団体 歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２１年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。



（2) 職員の初任給の状況（平成２１年４月１日現在）

区　　　　　分 伊　賀　市 三　重　県 国

一般行政職 大　学　卒 172,200 円 178,800 円 172,200 円

高　校　卒 140,100 円 144,500 円 140,100 円

技能労務職 高　校　卒 140,100 円 144,500 円 ― 円

中　学　卒 131,200 円 ― 円 ― 円

幼稚園教諭職 大　学　卒 178,800 円 ― 円 ― 円

短　大　卒 158,700 円 ― 円 ― 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２１年４月１日現在）
区　　　　分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一般行政職 大　学　卒 245,941 円 296,812 円 349,475 円

高　校　卒 208,583 円 250,742 円 292,240 円

技能労務職 高　校　卒 223,940 円 241,050 円 255,846 円

中　学　卒 円 228,685 円 249,314 円

幼稚園教諭職 大　学　卒 円 円 円

短　大　卒 円 円 円

※技能労務職員については、経験年数10年は9年以上15年未満の職員を、経験年数15年は15年以上20年未満を、

　経験年数20年は、20年以上25年未満の平均となっています。

※幼稚園教諭等、各階層別の人数が3人以下の場合は個人特定のおそれがあるため公表を差し控えさせていただきます。

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２１年４月１日現在）

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１　　級 定期的・一般的な業務を行う職員の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

19 3.1

２　　級 特に困難な業務を行う職員の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

86 14.1

３　　級 主任の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

191 31.3

４　　級
主幹、係長、主査及び特に困難な業務を行う主
任の職務

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

92 15.1

５　　級 副参事、主幹、係長及び主査の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

84 13.8

６　　級 課長、副参事等の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

94 15.4

７　　級 部長、部次長、支所長、及び参事等の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

44 7.2

（注）１　伊賀市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。



 一般行政職の級別職員数の比較（各年４月１日現在）

  

※平成18年に9級制から7級制に変更している。（旧給料表の1級及び2級並びに4級及び5級をそれぞれ統合）

（2) 昇給への勤務成績の反映状況
　 能力・業績に基づく人事評価制度は検討段階にあるが、現状としては未実施であるため、現在、昇給に差を設けていな

い。
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当
伊　　　　　　賀　　　　　市 三　　　　　　重　　　　　　県 国

１人当たり平均支給額（20年度） １人当たり平均支給額（20年度）

1,542 千円 千円

（平成20年度支給割合） （平成20年度支給割合） （平成20年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　 　  勤勉手当

3.0  月分 1.50  月分 3.0  月分 1.50  月分 3.0  月分 1.50  月分

（ 1.6 ）月分 ( 0.75 ）月分 （ 1.6 ）月分 ( 0.75 ）月分 （ 1.6 ）月分 ( 0.75 ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 ５～１５％ 役職加算 ５～２０％ 役職加算 ５～２０％

管理職加算 １５～２５％ 管理職加算 １０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

能力・業績に基づく人事評価は検討段階にあるが、現状としては未実施であるため、成績率に差を設けず一律の支給

（75／100×2回）を行った。

（2) 退職手当（平成２１年４月１日現在）

伊　　　　　　　　　　　賀　　　　　　　　　　　市 国

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分 勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分

勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分 勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分

勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分 勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置 同　右 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　無し　　　　　　　　） 定年前早期退職特例措置

１人当たり平均支給額 定年・勧奨 26,696 千円 （２％～２０％加算）

自己都合 5,858 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成20年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当（平成２１年４月１日現在）

支給実績（20年度決算－地域手当） 125,084 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 118 千円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

６級地（伊賀市） 3 ％ 1,094 人 3 ％

(平成２２年度の制度完成時）

支給対象地域 支給率 国の制度（支給率）

６級地（伊賀市） 3 ％ 3 ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げることとしている。



 (4) 特殊勤務手当（平成２１年４月１日現在）

支給実績（平成20年度決算） 22,815 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） 84,814 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成20年度） 24.59 　％

手当の種類（手当数） 10 種類

手当の名称 主な対象職員 主な支給対象業務 支給単価

市税事務従事手当 一般行政職
市税の滞納整理事務（庁外勤務） 日　　250円

市税の滞納による強制執行の事務（庁外勤務） 日　　500円

社会福祉事務従事手当 一般行政職

生活保護法等に関する訪問調査等の事務（庁外勤務） 日　　200円

介護保険法に関する訪問調査等事務（庁外勤務） 件　　100円

障害者自立支援法に関する訪問調査等事務（庁外勤務） 件　　150円

行旅病人・死亡人取扱手
当

一般行政職
行旅病人の取扱い 回　1500円

行旅死亡人の取扱い 回　4500円

防疫作業等従事手当 一般行政職
感染症患者等救護又は関係物件等の消毒、処理作業 回　　500円

病原体を有する家畜等の防疫又は処理作業 回　　500円

清掃業務従事手当

技能労務職員

ごみの収集作業又は処理作業 月 15000円

ごみの収集作業又は処理作業（加算分） 日　　500円

し尿の収集作業又は処理作業 月 15000円

し尿の収集作業又は処理作業（加算分） 日　　500円

一般行政職 ごみ処理施設及びし尿処理施設の事務等作業 月 　2500円

技能労務職員 し尿収集車の配車業務 月　 2500円

技能労務職員 浄化センターの各槽内での清掃作業 回　　950円

公害関係業務従事手当 技能労務職員 公害防止のための現地調査又は取締り 日　　300円

消防業務手当 消防吏員

消防吏員で日勤の者 日　　150円

消防吏員のうち交代制勤務の者 日　　250円

上記のうち救急救命士の資格を有する者 日　　350円

夜間特殊作業手当 消防吏員 深夜帯に行われる消防業務に２時間以上従事 回　　300円

出動手当 消防吏員

水・火災及び救助現場での消防活動 回　　400円

救急現場での救急業務 回　　300円

救急救命士が、現場にて救命行為を実施 回　　500円

死後処理手当 一般行政職 社会福祉事務所、診療所等での死後処理 回　1200円

 (5) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 20 年 度 決 算 ） 259,956 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 20 年 度 決 算 ） 286 千円

支 給 実 績 （ 平 成 19 年 度 決 算 ） 285,894 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 19 年 度 決 算 ） 303 千円



（6) その他の手当（平成２１年４月１日現在）
国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （平成20年度決算） 平均支給年額
（月額） （平成20年度決算）

扶養手当

・配偶者‥‥13,000円
・配偶者がいない場合の1
人目　　‥‥11,000円
・上記以外の扶養親族
　　　　　‥‥6,500円
・16歳から22歳までの子
がいる場合
　　　　　‥‥5,000円加算

同 - 102,985 千円 220,054 円

住居手当

・借家・借間居住者
　家賃が12,000円を超え
るものにつき支給
　最高額‥‥27,000円
・持家‥‥2,500円
（新築又は購入から5年
間）

同 - 30,401 千円 176,751 円

通勤手当

・交通機関利用者：
　55,000円以内
・交通用具利用者：
　3,000円～24,500円

異
次頁の表の

とおり
100,769 千円 110,979 円

管理職手当

・役職に対して定額
　副参事級　30,000円
　課長級　　39,000円
　参事級　　46,000円
　部次長級　56,000円
　部長級　　76,000円

異 支給単価 91,977 千円 502,609 円

管理職員特別
勤務手当

・臨時又は緊急の必要等
により週休日又は休日に
6時間以上勤務した場

合、役職に応じ6,000円～
12,000円

（3時間未満の場合はこの
額の50/100）

異 支給単価 89 千円 8,091 円

宿日直手当

・4時間以上8時間未満：
　2,100円
・8時間以上18時間未満：
　4,200円

異 支給単価 21 千円 4,200 円

休日勤務手当

休日において正規の勤務
時間中に勤務した全時間
に対して、勤務１時間当
たりの給与額に100分の
135を乗じて得た額

同 51,230 千円 368,564 円



／

／

／

／

／

／

※通勤手当比較

市の制度 国の制度

（１）　５ｋｍ未満 ３，０００円 （１）　５ｋｍ未満 ２，０００円

（２）　５ｋｍ以上１０ｋｍ未満 ６，０００円 （２）　５ｋｍ以上１０ｋｍ未満 ４，１００円

（３）１０ｋｍ以上１５ｋｍ未満 ９，７００円 （３）１０ｋｍ以上１５ｋｍ未満 ６，５００円

（４）１５ｋｍ以上２０ｋｍ未満 １３，４００円 （４）１５ｋｍ以上２０ｋｍ未満 ８，９００円

（５）２０ｋｍ以上２５ｋｍ未満 １７，１００円 （５）２０ｋｍ以上２５ｋｍ未満 １１，３００円

（６）２５ｋｍ以上３０ｋｍ未満 ２０，８００円 （６）２５ｋｍ以上３０ｋｍ未満 １３，７００円

（７）３０ｋｍ以上 ２４，５００円 （７）３０ｋｍ以上３５ｋｍ未満 １６，１００円

（８）３５ｋｍ以上４０ｋｍ未満 １８，５００円

（９）４０ｋｍ以上４５ｋｍ未満 ２０，９００円

（10）４５ｋｍ以上５０ｋｍ未満 ２１，８００円

（11）５０ｋｍ以上５５ｋｍ未満 ２２，７００円

（12）５５ｋｍ以上６０ｋｍ未満 ２３，６００円

（13）６０ｋｍ以上 ２４，５００円

５　特別職の報酬等の状況（平成２１年４月１日現在）
区 分 給 料 月 額 等

給

料

（参考）類似団体における最高／最低額

市 長 924,000 円 1,030,000 円 321,000 円

副 市 長 716,000 円 822,000 円 363,000 円

教 育 長 591,500 円 円 円

報

酬

議 長 530,000 円 551,000 円 305,000 円

副 議 長 467,000 円 507,000 円 241,300 円

議 員 423,000 円 475,000 円 216,600 円

期
末
手
当

市 長 　　（平成21年度支給割合）

副 市 長 4.00 月分

教 育 長 3.00 月分 勤勉手当 1.50 月分

議 長 　　（平成21年度支給割合）

副 議 長 3.30 月分

議 員

退
職
手
当

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

市 長 退職時給料月額×在職年数×100分の450 16,632,000 円 任期毎

副 市 長 退職時給料月額×在職年数×100分の280 8,019,200 円 任期毎

教 育 長 退職時給料月額×在職年数×100分の200 4,732,000 円 任期毎

備　　　　考 退職手当の在職年数について、1年未満の端数月があった場合これを切り捨てる。



６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
平成20年 平成21年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　　会 7 7 0

総　　　務 205 199 △6 退職者不補充等

税　　　務 53 52 △1 育児休業者の代替不配置等

労　　　働 0

農林水産 44 42 △2 退職者不補充等

商　　　工 15 13 △2 事務の統廃合縮小等

土　　　木 102 95 △7 事務の統廃合縮小等

民　　　生 273 258 △15 退職者不補充、育児休業者の代替不配置等

衛　　　生 71 72 1 地域医療体制・応急診療所等業務の充実

計 770 738 △32 ＜参考＞

人口1万人当たり職員数 　 76.9 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

教育部門 144 143 △1 退職者不補充等

消防部門 173 175 2 消防力の強化

小　計 317 318 1 ＜参考＞

人口1万人当たり職員数 　 33.6 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

　
会
計
部
門

公
営
企
業
等

病　　　院 184 186 2 看護業務の充実

水　　　道 56 55 △1 退職者不補充等

下　水　道 0

そ　の　他 51 50 △1 認定調査業務を嘱託職員化等

小　計 291 291 0

合　　計 1,378 1,347 △31

＜参考＞

[  　1496 　 ］ [  　1406　  ］ [ 　△90   ］ 人口1万人当たり職員数 　 140.8 人

（注）１　総務省地方公共団体定員管理調査による数から教育長１人及び名張市から派遣されている消防士４人を除いた

　　　　　一般職に属する職員数です。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。



（2)年齢別職員構成の状況（平成２１年４月１日現在）

　

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

H２１年
職員数

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

2 28 78 161 214 141 118 161 168 158 110 8 1,347
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(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成17年4月1日～平成22年4月1日における定員管理の数値目標

平成17年4月1日 平成22年4月1日
純減数 純減率

職員数 職員数

人 人 人 ％

1,507 1,419 88 5.84

（参考）伊賀市定員適正化計画における定員管理の数値目標

計画期間
数値目標

始期 終期

平成17年4月1日 平成27年4月1日 230 人 減

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成17年～平成21年 （参考）

計画始期 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 計 数値目標

一般行政 職員数 859 842 821 770 738 ―
―

増 減 △17 △21 △51 △32 △121　（　　％）

教　育 職員数 165 151 148 144 143 ―
―

増 減 △14 △3 △4 △1 △22　（　　％）

消　防 職員数 174 157 169 173 175 ―
―

増 減 △17 12 4 2 ＋1　（　　％）

公営企業等 職員数 309 304 290 290 291 ―
―

増 減 △5 △14 0 1 △18　（　　％）

計 職員数 1,507 1,454 1,428 1,377 1,347 ―
1,419

増 減 △53 △26 △51 △30 △160　（183％）

（注）１　計画期間は、平成１７年～平成２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

７　技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針について

　技能労務職員については、当面退職者の補充を控えながら、行財政改革大綱の重点項目に掲げる民間参入等の推進に
沿って、指定管理者制度の導入など業務の一部民間委託の検討を進めつつ、市民サービスの低下を招くことのないよう適
正な人員配置を行い、行財政改革大綱及び定員適正化計画に基づき、一般行政職員を含め職員数及び給与等の適正化
への取り組みを推進していきます。

（１）給料について

　技能労務職員の給料については、国の行政職給料表（一）表を基礎とした独自の給料表（４級制）により運用しており、基
礎となる国の給料表が改定された場合は、同様の見直しを行い、適正な給料への改正を実施します。

（２）諸手当について

　諸手当については、住民の理解と納得を得られるものとなるよう、制度の趣旨に照らし見直しについて検討する必要があり
ます。特殊勤務手当については、平成16年11月の市町村合併の際に大幅な見直しを行いましたが、一般行政職員を含め、
勤務の実績をより正確に反映した適正な支給に向けて検討を行っていきます。

（３）昇給について

　毎年１月１日に前年１年間の勤務実績に応じ４号給を標準として行っている昇給について、一般行政職員同様に５５歳以
上から２号給として昇給抑制を行っていきます。

（４）その他

　技能労務職員の定年退職等により、今後職員数の不足が懸念されます（平成２５年４月１日現在で２４名減の１３０名になる
見込）が、業務のあり方等の見直し検討を計画的に行いつつサービスの低下を招くことのないよう、民間委託や臨時嘱託職
員での対応等の検討のほか、事業主としての法的責務から障がい者の自立支援に向けた雇用の推進を図るため引き続き
検討を進める障がい者採用の中で、必要な人員の確保に努めながら円滑な移行を図ります。



８　公営企業職員の状況
　(1)　病院事業（ただし、地方公営企業法は一部適用）
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

区　　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める 　（参考）

　実質収支 職員給与費比率 平成19年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

平成20年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

3,434,616 -430,496 1,346,110 39.2 41.8

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A 　　 一人当たり給与費

平成20年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

184 725,773 324,247 296,090 1,346,110 7,316

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、平成２１年３月３１日現在の人数である。
      ３　団体平均とは総務省が提供する市町村の公営企業区分ごとの平均値である。（以下同じ）

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２１年４月１日現在）

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

医 師 47.1 歳 547,307 円 1,492,218 円

看 護 師 41.3 歳 317,827 円 540,009 円

事 務 職 員 43.5 歳 359,337 円 554,823 円

団 体 平 均 歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

病　　　院　　　事　　　業 団体平均

１人当たり平均支給額（平成20年度） １人当たり平均支給額（20年度）

1,609,185 千円　 千円　

（平成20年度支給割合） （平成20年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

3.00  月分 1.50  月分 3.00  月分 1.50  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　５～２０％ 役職加算　５～１５％

管理職加算　１５～２５％



月

イ　退職手当（平成２１年４月１日現在）

病　　　院　　　事　　　業 団体平均

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分 勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分

勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分 勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分

勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分 勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置 同　右 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（退職時特別昇給　　　　　　　無し　　　　　　　　） （ 2％～20％加算 ）

１人当たり平均支給額　　　　 11,316 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成20年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

（平成２１年４月１日現在）

支給実績（平成20年度決算） 22,020 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） 118,387    円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

６級地（伊賀市） 3 ％ 186 人 3 ％

（平成２２年度の制度完成時）

支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率）

６級地（伊賀市） 3 ％ 3 ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げることとしている。

エ　特殊勤務手当（平成２１年４月１日現在）

支給実績（平成20年度決算） 147,163 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） 799,799 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成20年度） 100.0 　％

手当の種類（手当数） 7 種類

手当の名称 主な対象職員 主な支給対象業務 支給単価

病院勤務伝染病等接触
手当

上野総合市民
病院勤務職員

常時人工透析室又は手術室で患者に接触する者   10,000円

上記以外の者で患者に接触する者 月 　9,000円

放射線取扱手当 技士 エックス線その他の放射線を人体に対して放射する作業 日　　280円

臨床検査従事手当 技士 病理検査の作業 日　　220円

夜間看護手当 看護師

深夜帯に行う看護等の業務に従事（4時間以上） 回　4,000円

深夜帯に行う看護等の業務に従事（2時間以上4時間未満） 回　3,500円

深夜帯に行う看護等の業務に従事（2時間未満） 回　2,500円

死後処理手当 看護師 上野総合市民病院での死後処理 回　1,200円

解剖手当 技士 上野総合市民病院での死体の解剖 件　1,600円

救急医療等業務手当 医師（管理職）

勤務時間外に救急医療等の業務（6時間以上） 回 30,000円

勤務時間外に救急医療等の業務（3時間以上6時間未満） 回 12,000円

勤務時間外に救急医療等の業務（3時間未満） 回  ８,000円

医師確保手当 医師 医師業務に従事 給料の２５％

研究手当 医師 医師業務に従事 月１００,０００円



職務手当 医師

医師の経験年数　１年以上３年未満 月 ５６,０００円

医師の経験年数　３年以上７年未満 月１１０,３００円

医師の経験年数　７年以上10年未満 月１６３,３００円

医師の経験年数　10年以上 月１９９,２００円

看護師確保手当 看護師 看護師業務に従事（職務年数により段階有り） 月　～５０,０００円

オ　時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 20 年 度 決 算 ） 98,566 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 20 年 度 決 算 ） 536 千円

支 給 実 績 （ 平 成 19 年 度 決 算 ） 110,049 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 19 年 度 決 算 ） 601 千円

カ　その他の手当（平成２１年４月１日現在）

一般行政職
の制度との

異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （平成20年度決算） 平均支給年額

（平成20年度決算）

扶養手当

・配偶者‥‥13,000円
・配偶者がいない場合の1
人目　　‥‥11,000円
・上記以外の扶養親族
　　　　　‥‥6,500円
・16歳から22歳までの子
がいる場合
　　　　　‥‥5,000円加算

同 － 11,750 千円 225,962 円

住居手当

・借家・借間居住者
　家賃が12,000円を超え
るものにつき支給
　最高額‥‥27,000円
・持家‥‥2,500円
（新築又は購入から5年
間）

同 － 5,853 千円 234,120 円

通勤手当

・交通機関利用者：
　55,000円以内
・交通用具利用者：
　3,000円～24,500円

同 － 17,200 千円 104,878 円

管理職手当

・役職に対して定額
　副参事級　30,000円
　課長級　　39,000円
　参事級　　46,000円
　次長級　　56,000円
　部長級　　76,000円

一部
異なる

院長
152,000円

副院長
122,000円

12,324 千円 684,667 円

管理職員特別
勤務手当

・臨時又は緊急の必要等
により週休日又は休日に
6時間以上勤務した場

合、役職に応じ6,000円～
12,000円

（3時間未満の場合はこの
額の50/100）

一部
異なる

院長
12,000円
副院長

10,000円

0 千円 0 円

宿日直手当

・医師：35,000円
・看護師・技師： 6,300円
*ただし、4時間未満は半
額

異 支給単価 32,869 千円 410,863 円



　(2)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

区　　分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める 　（参考）

　質収支 職員給与費比率 平成19年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

平成20年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

2,270,029 194,386 355,053 15.6 15.2

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A 　　 一人当たり給与費

平成20年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

56 216,794 45,282 92,977 355,053 6,340

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２１年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２１年４月１日現在）

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

水 道 事 業 43.9 歳 346,147 円 518,380 円

団 体 平 均 歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

水　　　道　　　事　　　業 団体平均

１人当たり平均支給額（平成20年度） １人当たり平均支給額（20年度）

1,660 千円　 千円　

（平成20年度支給割合） （平成20年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

3.00  月分 1.50  月分 3.00  月分 1.50  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　５～１５％ 役職加算　５～１５％

管理職加算　１５～２５％

イ　退職手当（平成２１年４月１日現在）

水　　　道　　　事　　　業 団体平均

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分 勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分

勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分 勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分

勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分 勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置 同　右 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（退職時特別昇給　　　　　　　無し　　　　　　　　） （ 2％～20％加算 ）

１人当たり平均支給額　　　　 26,294 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成20年度に退職した職員に支給された平均額である。



ウ　地域手当

（平成２１年４月１日現在）

支給実績（平成20年度決算） 6,879 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） 122,844    円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

６級地（伊賀市） 3 ％ 56 人 3 ％

（平成２２年度の制度完成時）

支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率）

６級地（伊賀市） 3 ％ 3 ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げることとしている。

エ　特殊勤務手当（平成２１年４月１日現在）

支給実績（平成20年度決算） 5,742 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） 102,538 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成20年度） 100.0 　％

手当の種類（手当数） 3 種類

手当の名称 主な対象職員 主な支給対象業務 支給単価

企業手当 企業職員 月 　8000円

現場手当 企業職員 現場作業 日　　100円

緊急作業手当 企業職員 呼出しに応じ緊急作業 回　1200円

オ　時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 20 年 度 決 算 ） 14,416 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 20 年 度 決 算 ） 257 千円

支 給 実 績 （ 平 成 19 年 度 決 算 ） 15,756 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 19 年 度 決 算 ） 328 千円



／

カ　その他の手当（平成２１年４月１日現在）

一般行政職
の制度との

異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （平成20年度決算） 平均支給年額

（平成20年度決算）

扶養手当

・配偶者‥‥13,000円
・配偶者がいない場合の1
人目　　‥‥11,000円
・上記以外の扶養親族
　　　　　‥‥6,500円
・16歳から22歳までの子
がいる場合
　　　　　‥‥5,000円加算

同 － 8,483 千円 249,505 円

住居手当

・借家・借間居住者
　家賃が12,000円を超え
るものにつき支給
　最高額‥‥27,000円
・持家‥‥2,500円
（新築又は購入から5年
間）

同 － 748 千円 83,111 円

通勤手当

・交通機関利用者：
　55,000円以内
・交通用具利用者：
　3,000円～24,500円

同 － 5,084 千円 94,148 円

管理職手当

・役職に対して定額
　副参事級　30,000円
　課長級　　39,000円
　参事級　　46,000円
　部次長級　56,000円
　部長級　　76,000円

同 － 4,032 千円 504,000 円

管理職員特別
勤務手当

・臨時又は緊急の必要等
により週休日又は休日に
6時間以上勤務した場

合、役職に応じ6,000円～
12,000円

（3時間未満の場合はこの
額の50/100）

同 － 291 千円 36,375 円

宿日直手当

・4時間以上8時間未満：
　2,100円
・8時間以上18時間未満：
　4,200円

同 － 0 千円 0 円

 ④ 特別職の状況

区 分 給 料 月 額 等

給

料

（参考）類似団体における最高／最低額

水道事業管理者 570,000 円 － 円 － 円

期
末
手
当

　　（平成21年度支給割合）

水道事業管理者 4.00 月分

退
職
手
当

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

水道事業管理者 退職時給料月額×在職年数×100分の200 4,560,000 円 任期毎

備　　　　考 退職手当の在職年数について、1年未満の端数月があった場合これを切り捨てる。



３ 勤務時間その他の勤務条件の状況 
 （１）一般職員の勤務時間の状況 
    勤務時間、休憩時間は、原則次のように割り振られています。 
 
1 週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

38 時間 45 分 8:30 17:15 12:00～13:00

※市民病院や消防署などでは交替制勤務があるため、週 38 時間 45 分を基本に上記と異なる就業時間となります。 

 
 （２）休暇制度の概要 
区   分 種   類 内   容 

年次有給休暇  １暦年２０日 
公務傷病 医師の証明等に基づき最小限度必要と認め

る期間 
病気休暇 

私傷病 医師の証明等に基づき最小限度必要と認め

る期間（９０日以内、ただし結核は１年以内） 
選挙権その他の公民としての権利行使 職員が選挙権その他公民としての権利を行

使する場合で、その勤務しないことがやむを

得ないと認められるとき 必要と認められ

る期間 
証人等としての裁判所等への出頭 職員が裁判員等として国会、裁判所、地方公

共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

で、その勤務しないことがやむを得ないと認

められるとき 必要と認められる期間 
骨髄バンクへの登録、骨髄液の提供 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望

者としてその登録を実施する者に対して登

録の申出を行い、又は骨髄移植のため親族等

以外の者に骨髄液を提供する場合で勤務し

ないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間 
ボランティア休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会

に貢献する活動を行う場合 １暦年５日以

内 
結婚休暇 職員が結婚する場合で結婚式、旅行その他の

結婚に伴い必要と認められる行事等のため

勤務しないことが相当であると認められる

とき ７日以内 

特別休暇 

育児参加休暇 配偶者が出産する場合に、その出産に係る子

または小学校就学までの子を養育する職員

が、これらの子の養育のために勤務しないこ

とが相当と認められる場合 ５日以内 



産前・産後休暇 産前・産後各８週間（多胎は産前１４週間） 
保育時間 生後１歳に満たない子を保育のために必要

と認められる時間 １日２回それぞれ３０

分以内 
配偶者出産休暇 職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相

当であると認められる場合 ２日以内 
子の看護休暇 小学校就学の始期に達するまでの子を養育

する職員がその子の看護のため勤務しない

ことが相当であると認められる場合 １暦

年５日以内 
忌引 職員の親族が死亡した場合で職員が葬儀、服

喪その他の親族の死亡に伴い必要と認めら

れる行事等のため勤務しないことが相当で

あると認められるとき 配偶者・父母７日、

子５日、兄弟姉妹３日など 
父母の祭日 職員が父母の追悼のための特別な行事のた

め、勤務しないことが相当であると認められ

る場合 １日以内 
夏季休暇 盆等の諸行事、心身の健康の維持・増進又は

家庭生活の充実のため勤務しないことが相

当であると認められる場合 ５日以内 
災害による住居の滅失及び損壊 地震等の災害により職員の現住居が滅失し、

又は損壊した場合で職員が当該住居の復旧

作業等のため、勤務しないことが相当である

と認められるとき ７日以内 
災害等による通勤困難 地震等の災害又は交通機関の事故等により、

出勤することが著しく困難であると認めら

れる場合 必要と認められる期間 
災害時の退勤途上の危険回避 地震等の災害時において、職員が退勤途上に

おける身体の危険を回避するため勤務しな

いことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間 

 

生理休暇 女子職員が生理日において勤務することが

著しく困難であるとして休暇を請求したと

き ２日以内 

介護休暇 
配偶者等の介護（無給） 介護を必要とする一の継続する状態ごとに、

連続する６月の期間内において必要と認め

られる期間 

組合休暇 
職員団体の業務又は活動に従事する期

間（無給） 
１暦年３０日以内 



 
 （３）年次有給休暇の取得状況（平成 20 年 1 月 1日～平成 20 年 12 月 31 日） 
    職員には 1 年（暦年）当たり 20 日間の年次有給休暇が与えられます。なお、新規採用など年

の途中で新たに職員となった場合は、月数に応じて付与されます。残日数がある場合は、20 日間

を限度として翌年に繰り越すことができます。 

平成 20 年の職員一人あたりの平均取得日数は次のとおりです。 

区分 平均日数（日） 
市長部局等 １０．４日 
消 防 部 局 １２．６日 
教育委員会 １１．６日 
水 道 部 局 １５．３日 

 
 （４）育児休業の取得状況（平成 20 年 4 月 1日～平成 21 年 3 月 31 日） 

（単位：人） 

市長部局等 消 防 部 局 教育委員会 水 道 部 局 合  計 
区分 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

育児休業 ０ ２２ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ２４ 

育児短時間勤務 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

部分休業 ０ １７ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １８ 

 
 （５）介護休暇の取得状況（平成 20 年 4 月 1日～平成 21 年 3 月 31 日） 

（単位：人） 
市長部局等 消 防 部 局 教育委員会 水 道 部 局 合  計 

区分 
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

介護休暇の取得人数 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ 
 
 



４ 分限及び懲戒処分の状況 
 （１）分限処分者数 
    分限処分は、公務能率を維持することを目的として、心身の故障や職に必要な適格性を欠くな

ど一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。その

種類として、免職、降任及び休職があります。 
平成 20 年 4 月 1日から平成 21 年 3 月 31 日までの分限処分の状況は次のとおりです。 

（単位：人） 
 処分の種類  
処分事由  

免職 降任 休職 合計 

市長部局等 心身の故障の場合 0 0 20(7) 20(7) 

消 防 部 局 心身の故障の場合 0 0  0 0 

教育委員会 心身の故障の場合 0 0 13(3) 13(3) 

水 道 部 局 心身の故障の場合 0 0 4(1) 4(1) 

計 心身の故障の場合 0 0 37(11) 37(11)

※（  ）内は、実人数です。 

 
 
 （２）懲戒処分者数 
    懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務等に違反した場合に道義的責任を問うことにより、公

務における規律と秩序を維持することを目的とする処分です。その種類として、免職、停職、減

給及び戒告があります。 
    市民の皆さんからの信頼を確保していくために、今後とも服務規律の遵守の徹底を図るととも

に、不祥事が発生した際には厳正に対処してまいります。 
    平成 20 年 4 月 1日から平成 21 年 3 月 31 日までの懲戒処分の状況は次のとおりです。 

（単位：人） 
 処分の種類  
処分事由  

免職 停職 減給 戒告 合計 

法令に違反した場合 0 0 0 0 0

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 1 0 1 2

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 0 0 0 0

市長部局等 

小計 0 1 0 1 2

法令に違反した場合 0 0 0 0 0

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 0 0 0 0

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 0 0 0 0

消 防 部 局 

小計 0 0 0 0 0

法令に違反した場合 0 0 0 0 0

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 0 0 0 0

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 0 0 0 0

教育委員会 

小計 0 0 0 0 0

水 道 部 局 法令に違反した場合 0 0 0 0 0



職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 0 0 0 0

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 0 0 0 0

 

小計 0 0 0 0 0

法令に違反した場合 0 0 0 0 0

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 1 0 1 2計 
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 0 0 0 0

 



５ 服務の状況 
 （１）職務専念義務免除の概要 
    職員は、法令や条例に特別の定めがある場合以外は、勤務時間及び職務上の注意力のすべてを

その職務遂行のために用い、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂

行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければなりません。 
    消防団の消火活動等については、承認を得て職務に専念する義務を免除される場合があります。 
 
 （２）営利企業等への従事の状況 
    職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業等の役員等を兼ねることや自ら営利企業を

営むこと、その他報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事することができません。 

平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日までの営利企業等への従事の状況は、次のとおり

です。 

 
地方公務員法第 38 条第 1 項の規定に基づき、任命権者の許可を受けて兼業している者 

区    分 人数（人） 主な事業内容 
営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その

他の団体の役員その他規則で定める地位を兼ねている者 
     0  

自ら営利を目的とする私企業を営んでいる者      0  
報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事している者 10 統計調査員等 

 
 （３）倫理の確保について 
    職員には、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、

職務に専念する義務、さらには政治的行為の制限等に関する規定の遵守が求められています。職

務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対す

る市民の信頼を確保することを目的として、平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日の間に

次に掲げる通達等を行いました。 

    また、平成 17 年 12 月に、伊賀市職員公益通報条例を制定しており、その中でも、職員が遵守

すべき倫理原則等を改めて規定しています。 

 
 

日  時 内        容 発信者 
平成 20 年 4 月 18 日 職員の服務規律の遵守等について 副市長 
平成 20 年 6 月 24 日 職員の服務規律の遵守等について 市長 
平成 20 年 10 月 8 日 伊賀市長選挙における職員の服務規律の確保等について 副市長 
平成 20 年 11 月 27 日 交通法規の遵守並びに自動車等の安全運転の励行について 副市長 
平成 20 年 12 月 4 日 職員の年末年始の綱紀粛正等について 副市長 
平成 20 年 12 月 26 日 職員の年末年始の綱紀粛正等について（再通知） 副市長 
平成 21 年 3 月 9 日 伊賀市議会議員選挙における職員の服務規律の確保等について 副市長 
 



６ 研修及び勤務成績の評定の状況 
 （１）職員研修実施状況 
    平成 20 年 4 月 1日から平成 21 年 3 月 31 日までに実施した研修の状況は、次のとおりです。 

研    修    名 日  数 受講者数（人） 
【独自研修】   
新規採用職員研修 （前期、後期） ※延べ人数 ８ 28

メンタルヘルス研修 １ 16

庶務担当者研修 ３ 170

インターネット上の差別事象等モニター事業事前研修 １ 26

接遇研修 ３ 127

管理職研修 １ 26

職員同和問題研修 ７ 1741

法制執務研修（初級） ２ 57

公務員倫理研修 １ 89

伊賀市・名張市議会連絡協議会議員研修会 １ 25

リーダー研修（女性主幹級職員対象） １ 15

大山田支所職員人権研修 ３ 91

アカウンタビリティー（説明責任）とプレゼンテーション研修 １ 14

退職予定者手続説明会 １ 48

目標管理研修 １ 28

新規採用職員研修 （前期、後期） ※延べ人数 ８ 28

法制執務研修（入門） １ 10

同和問題研修フォロー課題  30

同和問題研修フォロー研修 １ 13

インターネット上差別事象等モニター事業事後学習会 １ 32

【人権同和派遣研修】   

リバティおおさか研修 １ 23

部落解放第 53 回全国女性集会 ２ 20

上野同和教育研究会第 27 回定期大会並びに講演会 １ 36

2008 年度三重県人教夏期合宿研修会 ２ 1

第６回部落解放・人権夏期セミナー ２ 11

第 23 回上野同和教育研究協議会研究大会 １ 120

部落解放研究第 42 回全国集会 ２ 7

第 42 回三重県人権･同和教育研究大会 ２ 71

第 60 回全国人権・同和教育研究大会 ２ 58

人権を考える市民の集い １ 140

上野同和教育研究協議会連続講座・特別講座 ３ 76

部落解放第 14 回三重県集会 ２ 39

第 23 回人権啓発研究集会 ２ 12

【三重県自治会館組合派遣研修】   



ワンステップ研修（前期、中期）※延べ人数 ７ 10

公営企業会計研修 ２ 2

マネージャー研修Ⅰ ２ 2

用地交渉研修 １ 3

ツーステップ研修 ３ 21

法制執務研修 ３ 4

スリーステップ研修Ⅰ ２ 9

情報処理研修 １ 31

三重地方行財政アカデミー② １ 3

三重地方行財政アカデミー③ １ 4

法務能力研修（政策法務研究） ２ 1

話し方講座（話し方コース） ２ 7

職場の活性化を考えるセミナー １ 2

三重地方行財政アカデミー④ １ 1

リーダー研修 ２ 2

コーチング研修 ２ 1

法務トレンド研修～危機管理～ １ 2

プレゼンテーション研修 ２ 1

コミュニケーションマインド向上研修 １ 2

自治創造塾 １ 1

不当要求対策研修会 １ 2

訴訟対応研修（第 2回） １ 4

三重地方行財政アカデミー⑤ １ 3

【その他派遣研修】  

第 2 回トレンドセミナー １ 4

第 4 回トレンドセミナー １ 1

第 5 回トレンドセミナー １ 2

第 6 回トレンドセミナー １ 1

第 7 回トレンドセミナー １ 2

第 8 回トレンドセミナー １ 2

第 9 回トレンドセミナー １ 1

第 11 回トレンドセミナー １ 1

通信教育「法制執務基礎講座」  6

第 11 期三重県人権大学講座 25 6

2007 年度部落解放・人権大学講座 29 1

人権大学フォローアップ研修会 １ 2

NOMA 家屋評価の基礎実務 ２ 1

NOMA 地方公務員のための給与実務入門 ２ 1

NOMA 臨時・非常勤職員の任用と管理実務講座 ２ 1

NOMA 地方自治体における資金管理と資金運用 ２ 1



NOMA 条例起案・改廃のための立法実務講座 ２ 1

NOMA 問題ある職員への懲戒処分・分限処分の法律実務 ２ 1

NOMA これからの自治体経営改革 ２ 1

NOMA 職員採用における課題とその解決策 １ 1

NOMA 地方議員・議会事務局のための危機管理講座 ２ 1

NOMA 行政サービス向上のための接遇応対指導の進め方 ２ 1

行政経営のための計画・予算・評価事例セミナー 

（旅費のみ負担） 
１ 1

第 1 回経営品質オープンセミナー １ 2

第 2 回経営品質オープンセミナー １ 1

著作権セミナー １ 1

職員向け「文化力」研修 １ 1

人事院勧告関係等説明会 １ 3

やさしい地方財政講座 ２ 5

安全衛生基本セミナー研修 １ 1

精神保健福祉研修会 １ 1

自治大学校第 2部第 147 期事後研修会及び総会 １ 1

中部地区行政評価・管理セミナー １ 1

女性管理監督者研修会 ５ 1

自治大学校 第 154 期  1

【消防職員研修】  

三重県消防学校初任科及び救急科救急課程 244 8

三重県消防学校危険物科危険物課程 5 2

三重県消防学校警防科警防課程 12 2

三重県消防学校予防査察科予防査察課程 12 2

三重県消防学校初級幹部科 12 4

三重県消防学校中級幹部科 9 4

救急救命士名古屋市養成所 205 1

救急救命東京研修所 194 1

救急救命九州研修所 194 1

救急救命士薬剤投与研修 37 2

病院研修（薬剤投与） 7 1

病院研修（救命士気管挿管） 延べ 123 2

病院研修（救命士就業前） 21 2

 
 
 
 
 
 



 （２）勤務成績の評定の状況 
    18 年３月に定めた「伊賀市人材育成基本方針」では、「地方分権時代にあって、職員一人ひと

りが市の理念、ビジョンを十分理解し、自ら進んで仕事に創意工夫を凝らす姿勢が益々求められ

る中で、職員の能力開発を長期的、継続的に計画し、かつ自己実現を図っていくために目標管理

を活用した人事考課制度の導入を検討」するとしており、平成 18 年度ではすべての主幹、係長、

主査を対象に目標管理制度の導入に向けた研修を実施したことにより、平成 17 年度と併せて全

ての管理・監督職に対する研修を終えました。「伊賀市総合計画」及び「伊賀市行財政改革大綱」

が策定されたことを受けて、その具現化に向けて本格的に取り組んでいく必要があり、これらの

計画等を見据えた目標管理を活用した人事考課を平成 18 年度から試行しました。平成 19 年度に

は対象を監督職である係長級職員にまで広げ、また業績評価を試行導入するため、部次長級を対

象に評価者研修を実施し、平成 20 年度には管理職を対象にその試行導入を実施しました。 

 



７ 福祉及び利益の保護の状況 
   地方分権が進展していく中で、行財政運営を効果的・効率的に展開していくため、公務能率の向

上を目的とした福利厚生制度を実施しています。 
平成 20 年 4 月 1日から平成 21 年 3 月 31 日までについては、次のような事業を行いました。 
 

 （１）健康管理事業の状況 
    労働安全衛生法及び各任命権者の安全衛生管理規定に基づき、事業者責任として、職員の安全

と健康を確保するため下記の健康管理事業を実施しています。 
事業の名称 事業の内容 

一般健康診断 労働安全衛生法に基づき職員の健康診断を実施 
特殊健康診断 ＶＤＴ検査、嗄声検査を実施 
その他健康管理事業 こころの健康づくりカウンセリング 
職場環境測定 ダイオキシン類職場環境測定 
健康管理事業の決算額 12,552 千円 
 
 （２）伊賀市職員共済会への補助金の状況 
    地方公務員法第 42 条に定められる地方公務員の厚生制度（職員の保健、元気回復その他厚生

に関する事項）を効率的・効果的に実施するため、伊賀市職員共済会の実施する下記の事業に対

し助成しています。 
補助対象事業 事業の内容 

保健事業 人間ドック受診費用助成 
育児専門誌の配付 等 

体育事業 各種スポーツ大会参加費用の補助 
スポーツクラブ活動助成 

厚生事業 文化クラブ活動助成 
施設利用助成 
カフェテリア給付 

補助金の決算額 17,076 千円 
 
 （３）その他福利厚生事業の状況 
    職員の共済制度については地方公務員等共済組合法に基づき共済組合が、公務災害補償につい

ては地方公務員災害補償法に基づき地方公務員災害補償基金が、それぞれ主体となり制度を実施

しています。 
 

区  分 実施主体 内      容 

三重県市町村職員共済組合 

共済制度 

公立学校共済組合三重県支部 

組合員の医療費給付 
退職者等に対する年金の給付等 
育児休業手当金・介護休業手当金等の給付 
組合員の臨時の支出に対する資金の貸し付け 



公務災害補償 
地方公務員災害補償基金三重

県支部 

平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日までの認

定件数：１４件（市長部局等８件 教育委員会３件・

消防部局３件） 
 



８ 公平委員会の業務の状況 
 
（１） 公平委員会の概要 

公平委員会は、地方公務員法第７条第３項の規定により設置され、また、処理する事務は、同法

第８条第２項において定められています。その主な内容は以下のとおりです。 
 

・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置

を執ること 
・職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること 
・職員の苦情を処理すること 

 
 
（２） 公平委員会の業務の状況（平成 20 年 4 月 1日～平成 21 年 3 月 31 日） 

業 務 の 種 別 件数 
勤務条件に関する措置の要求 ０ 
不利益処分についての不服申立て ０ 
苦情の処理 ０ 

 
 
 




